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68 高齢者福祉基金助成金
健康・福
祉

区域

中区内で主に高齢者を対象とする活動
を行う、中区内の地区社会福祉協議
会、地区連合町内会または、中区社会
福祉協議会会長が認めた団体。

〇 〇 〇 × 〇

高齢者を見守り、支えあえるまちづくりを目指して、地域で
高齢者を支援する活動を行う団体に対して活動費の助成
を行うものです。

対象となる活動
主に高齢者の支援や交流を目的とする地域活動（１地区あ
たり、３件程度が目安）
主に高齢者を対象とした連合町内会エリアでのイベントな
ど（１地区あたり２件まで）
※主に高齢者＝65歳以上の参加者が概ね２分の１以上の
活動。

申請にあたり、各地区社会福祉協議会会長の確認が必要
になります。

令和６年
４月～５
月

〇 × × × × 〇 http://nakasha.site/ 中区社会福祉協議会 681-6664
nakajoseikin@yo
kohamashakyo.j
p

69 なかくふれあい助成金
健康・福
祉

区域

区内に活動拠点を置き、区の地域福祉
推進または障害福祉推進のために事
業を行う、市民活動団体、障害当事者
及び家族団体、特定非営利活動法人、
作業所・グループホームを運営してい
る一般・公益社団法人

× ○ ○ × ○

※新規立ち上げの受付は４月３日～12月20日

自発的で非営利な地域福祉及び、障害福祉推進事業の支
援をします。
【要援護者支援区分】
　集いの場活動、家事生活支援活動、配食活動、送迎活動
【障害児者支援区分】
　障害児者支援活動・当事者活動、宿泊・日帰りハイク活
動、視覚障害者・聴覚障害者支援
【福祉のまちづくり区分】
【健康増進区分】
※新規立ち上げ事業への助成区分あり

令和６年
４月～５
月

○ × × × × 〇 http://nakasha.site/ 中区社会福祉協議会 681-6664
nakajoseikin@yo
kohamashakyo.j
p

制度名称

支援内容

募集時期制度説明・支援内容の説明分野

＊各制度の内容は掲載時から変更になる可能性があります。詳細は、各制度の問合せ先までお願いします。

問合せホームページ

「地域の居
場所づく
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